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１．目 的 

新型コロナウイルス感染症に対する避難所での感染症対策を徹底することを目的として、この対処方

針を定める。 

２．基本的な対処方針 

(1) 感染症を踏まえた適切な「避難行動」の広報 

(2) 可能な限り多くの避難所の開設 

(3) 避難所での感染予防対策の実施 

(4) 濃厚接触者等への適切な対応 

３．具体的な対策 

 (1) 感染症を踏まえた適切な「避難行動」の広報 

  ◎市は、災害発生時に市民が速やかに「身を守るための適切な行動」をとることができるよう必要な

情報提供を行うとともに、感染症への対策として、避難所が過密状態になることを防ぐため、「分散

避難」や「在宅避難」など「避難所への避難」以外の避難行動についても、広報、周知を行ってい

く。 

◎市民は、市が発信する情報を得て、平時から「災害に対する備え」や「避難行動の検討」を行うと

ともに、災害発生時には、速やかに「身を守るための適切な行動」を取るよう努める。 

 

≪平時の備え≫ 

１）健康を維持し、体調に不安を感じたときは速やかに医療機関を受診する。 

２）ハザードマップ等を確認し、自宅等の安全や避難所の位置、避難経路などを確認し、家族 

で情報を共有しておく。 

３）避難所での物品共用を避け、接触感染を予防するため、必要な非常持ち出し品を準備してお

く。 

（感染症対策用）非常持ち出し品・・・ 

マスク、消毒液、体温計、スリッパ、石鹸など 

≪災害発生時の適切な避難行動≫ 

１）（ハザードマップ等を事前に確認し）今いる場所（自宅等）の安全が確保できる場合には、 

在宅避難や上階へ避難する垂直避難を行う。 

２）避難所が過密になることを防ぐため、可能な場合は、親類、知人宅への避難を検討する。 

３）身の安全を守る行動を速やかに実施する。避難所に移動する場合は、移動経路や周囲の安 

全確認を行う。 

≪平時の備え≫ 

１）市報そのほか広報媒体を活用し、「適切な避難行動」について広報、周知する。 

２）各種ハザードマップを配布し、自宅等の安全の確認、準備を呼びかける。 

３）必要な非常持ち出し品等の情報を提供する。 

【市が行うこと】 

【市民がとるべき行動】 



(2) 可能な限り多くの避難所の開設 

指定避難所の開設については、災害の規模等に応じて、１次から順次開設していくこととするが、

感染症への対応を目的として、災害の状況及び避難者数に応じて、早期に（感染症の状況に 

よっては１次避難所と同時に）２次避難所及び３次避難所の開設を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 避難所での感染予防対策の実施 

  《避難者の健康状態の確認》 

 ・受付時に検温及び簡易問診付個別受付表（別紙２）で健康状態の確認を行う。 

《手洗い及び咳エチケットの徹底》 

   ・手洗い及び咳エチケットの徹底を図るため、避難所内に感染症対策チラシ（資料１）を掲示する。 

   ・受付、トイレ入口には手指消毒液を配置し、手の衛生管理を徹底する。 

  《避難所内の衛生の確保》 

   ・物品消毒剤を使用して、避難所内の消毒を定期的に実施する。 

  《十分な換気の実施》 

   ・避難所内の十分な換気に努めることとし、１時間に２回以上の換気を行うものとする。 

  《スペース及び避難者同士の距離の確保》 

   ・避難所内を養生テープ等で区割りし、避難者同士の間隔を２メートル以上とし、同時に幅２メー

トル程度の通路を確保する。 

   ・避難者同士の間隔が確保できない場合や複数の発熱者を同一居室に案内せざるを得ない場合など

には、飛沫感染を防止するため段ボールパーテーション等を設置する。 

   ・要配慮者（障がい者、妊産婦等）にはできるだけ個室を準備する。 

 

発熱等を確認した場合の対応・・・ 

１）避難場所（居室）を（発熱等を確認した方とそうでない方で）分ける。 

２）定期的な検温等を実施する。 

３）避難者の体調変化等への対応は、別紙３により実施する。 

早期開設の基準・・・ 

１）避難者数が１次避難所の想定収容人数の２分の１を超えたとき 

２）過去の災害発生時の避難者数から勘案し、１次避難所の想定収容人数を超える見込みがあ

るとき 

３）大規模災害の発生等、想定を超える避難者数の増加が見込まれるとき 

感染症発生期の「想定収容人数」の考え方・・・ 

 感染症発生期においては、避難所の過密状態を回避する必要があり、収容人数の減少が想定

される。これに伴い、避難所ごとに以下の考え方によって「想定収容人数」を算出する。 

１）避難者同士の間隔を２メートル以上とし、通路についても幅２メートル程度を確保する。 

２）上記により、各施設の形状に合わせた区割りを行う。（別紙１ レイアウト例） 

３）区割りされた区画数を基に各避難所の想定収容人数を算出する。 



(4) 濃厚接触者等への適切な対応 

 

《避難所での対応》 

 ・濃厚接触者等が避難してきた場合は、対象者を隔離した上で、帰国者・接触者相談センター及び

災害対策本部（危機管理室）に連絡し、対応の指示を仰ぐ。 

   ・やむを得ず、一時的に避難所内に待機させる場合には専用スペースを確保する。その際スペー 

スは可能な限り個室にするとともに、専用のトイレ（簡易トイレ等）を確保する。 

   ・濃厚接触者等については、必要に応じて、指定避難所とは別に専用避難所を開設し、受け入れを

行う。 

   ・濃厚接触者等と接する可能性のある者については、必要に応じて防護服等着用を指示する。 

   ・濃厚接触者等が使用した居室等については消毒を行う。 

 

◎ 自主避難所の対応について 

  自主避難所の場合は、（居室を分けることや手の衛生確保の励行など）可能な範囲で指定避難所に準じ

た感染症対策を行うとともに、避難者自身が自発的に感染症に対応した行動をとれるよう張り紙等の

掲示を行う。  

◎ 参考資料 

 ≪休日当番医≫ 

  https://www.city.saga.lg.jp/main/14256.html （佐賀市ホームページ） 

 ≪佐賀市休日夜間こども診療所≫ 

  https://www.city.saga.lg.jp/main/895.html （佐賀市ホームページ） 

 ≪新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口・感染防止対策≫ 

  https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00373208/index.html （佐賀県ホームページ） 

  

避難所内の衛生を確保するための備蓄品・・・ 

マスク、手指消毒液、手洗い石鹸、物品消毒剤、段ボールパーテーション、段ボールベッド、 

簡易ベッド、簡易トイレ、防護服（付属品を含む） 

濃厚接触者等とは・・・ 

１）新型コロナウイルス感染症に感染していることが確認された者と近距離で接触、あるいは 

長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている者 

２）ＰＣＲ検査を受け、その結果が判明していない者 

３）帰国者等で保健福祉事務所等から行動の自粛を求められている者 

 



 

（別紙 １） 



 

（別紙 ２） 

110032340
タイプライター

110032340
タイプライター
【案】



（別紙 ３） 



（資料 １）① 

 



（資料 １）② 

 



（資料 １）③ 

 



（資料 １）④ 

～避難所に避難された方へ～ 

 
避難所は数多くの方が同じ場所で生活をします。新型コロナウイルス感染症に限らず、人と

人とが接触することで、感染するリスクがあります。「感染しない」「感染させないために」

ルールを守って過ごしましょう。 

 

◎ 周りに人がいるときは、マスクを着用しましょう。 

  ただし、周りに人がいないときや暑苦しさを感じるときは、マスクを外すようにしてく

ださい。 

※ マスクを持参されていない場合は、受付に申し出てください。 

◎ 水分補給をしましょう。 

適度な水分補給を行ってください。特に夏の暑いときは、のどが渇く前に水分補給する

ことを心がけてください。 

◎ 手の清潔を保ちましょう。 

食事の前やトイレの後など、しっかり手洗いをしましょう。 

避難所には消毒液も設置しています。必要に応じて手指の消毒をしましょう。 

◎ 私語を控えましょう。 

飛沫から感染する感染症もありますので、できるだけ他人との私語を控えるようにして

ください。 

◎ 他人との共用を控えましょう。 

必要なものは持参するようにしてください。共用することで接触感染のリスクが高まり

ます。 

◎ 体調が悪いときは速やかにスタッフに報告しましょう。 

体調がすぐれないときは、程度にかかわらず、避難所のスタッフに申し出てください。 
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